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牛海綿状脳症の疑似患畜の見直しについて

１ 我が国における疑似患畜の取扱い

国内でＢＳＥが発生した場合の措置については、ＯＩＥのＢＳＥコー

ドを参照し、牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針（平成１６

年１１月２９日公表。以下「指針」という ）で規定している。。

２ ＯＩＥにおける検討経緯

（１）ＯＩＥのＢＳＥアドホック委員会（平成１８年１月）により、ＢＳ

Ｅ発生時に処分が必要な牛の範囲が検討され、次のような結論がされ

た。

ＢＳＥコード／サポーティングドキュメント（ ）より抜粋2.3.13.1,1b

実験的根拠及び疫学的根拠のいずれも、雌雄生殖器がＢＳＥ病原体の伝達リスク

要素であると示していない。

（ ） 、 （ ） 、２ この結論を受けて ＯＩＥコード委員会 平成１８年３月 により

雌の患畜から誕生した動物が必ずしもＢＳＥに暴露されているとは限ら

ず、一般的な牛群より高いリスクを有するとは考えられないとされた。
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３ ＯＩＥコードの改正及び疑似患畜の範囲の見直し

このような検討を踏まえて、昨年５月に開催された第７４回ＯＩＥ総

会において、このＢＳＥコードが改正された。

ＯＩＥコード改正点 （下線部を削除）

「無視できるＢＳＥリスクの ＢＳＥ発生時に処分が必要な牛の範囲

国 「管理すべきＢＳＥリスク ア すべてのＢＳＥ感染牛」、

の国」が満たすべき条件 イ（ア）ＢＳＥ臨床症状発病前２年以内又は発病後

にＢＳＥ感染雌牛から生まれたすべての産子

（イ）生後１年の間に、生後１年までのＢＳＥ感

染牛とともに飼育され、かつ、調査により当

該期間に同じ汚染した可能性のある飼料を摂

取したことが示されたすべての牛

（ウ）調査の結果が得られない場合は、感染牛と

同じ群において、感染牛が生まれた前後１２

ヶ月の間に生まれたすべての牛

ＯＩＥでの見直しを受け、指針の疑似患畜の範囲の見直しについて、食

料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会プリオン病小委員会（平成１９年

１２月１４日）で検討いただき、患畜の産子については、トレーサビリテ

ィ制度の活用等により追跡することを条件に、疑似患畜の範囲から除外す

ることで差し支えないとされた。

今後は防疫指針の変更案について、パブリックコメントを行い、防疫指

針の変更の手続きを進めているところ。
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（ 別 紙 ）


